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要領-1-

第１編 土木編

１ 下水道請負工事工事費積算要領（土木編）

１ 目 的

この要領は、北海道建設部及び建設管理部が下水道工事を請負施工に付そうとする場合にあたって、工事費

（以下「請負工事費」という。）の算定に係わる必要な事項を定めることにより、請負工事の標準的な工事価

格を適正に算出することを目的とする。

２ 請負工事費の構成

請負工事費の構成は、次のとおりとする。

直接工事費

純工事費

工事原価 共通仮設費

工事価格 間接工事費

請負工事費 一般管理費等 現場管理費

消費税等相当額

３ 請負工事費の費目

請負工事費の費目は、次のとおりとする。

３－１ 直接工事費

直接工事費は、箇所又は工事種類により各工事部門を工種、種別、細別及び名称に区分し、それぞ

れの区分ごとに材料費、労務費及び直接経費の３要素について積算するものとする。

なお、積算基準書については、「２ 積算基準の適用について Ⅰ 積算基準書の取扱い」による。

（１）材料費

材料費は、工事を施工するために必要な材料に係わる費用とし、その算出は次項のとおりとする。

１） 数 量

数量は、標準使用量に運搬、貯蔵及び施工中の損失量を実状に即して加算するものとする。

２） 価 格

価格は、原則として積算基準日における市場単価によるものとする。設計書に計上する材料の

単位あたりの価格を設計単価といい、設計単価は、物価資料等を参考とし、買入価格、買入れに

要する費用及び購入場所から現場までの運賃の合計額とするものとする。

DHNKAN_VS02
テキストボックス
平成２８年６月１日以降積算基準日適用



要領-2-

（２）労務費

労務費は、工事を施工するに必要な労務の費用で、その算出は次項のとおりとする。

１） 所要人員

所要人員は、原則として、現場条件及び工事規模を考慮して工事ごとに査定するが、一般的に

は過去の実績及び検討によって得られた標準的な歩掛を使用する。

２） 労務賃金

イ 労務賃金は、労働者に支払われる賃金であって、直接作業に従事した時間の労務費の基本給を

いい、積算に用いる基本給は、北海道建設部「単価コード表」の「公共工事設計労務単価」等を

使用する。

基準作業時間外の作業及び特殊条件下での作業に従事した場合に支払われる賃金を割増し賃金と

いい、割増し賃金は、従事した時間及び作業条件によって補正割増しする。

ロ 補正後の労務単価は円止めとする。（円未満切り捨て）

（３）直接経費

直接経費は、工事を施工するために直接的に必要な経費で、その算出は次項のとおりとする。

イ 特許使用料

特許使用料は、契約に基づき使用する特許の使用料及び派出する技術者等に要する費用の合計

額とする。

ロ 水道光熱電力料

水道光熱電力料は、工事を施工するために必要な電力、電灯使用料及び用水使用料（用水・上

下水道使用料）とする。

ハ 機械経費

機械経費は、工事を施工するために必要な機械の使用に要する経費（建設機械等の償却費、維

持補修費、管理費等、これらのライフサイクルコストを１時間当たり又は１日当たりの金額で示

した経費であり材料費、労務費を除く。）で、その算出は「請負工事機械経費積算要領(建設機

械等損料算定表)」に基づいて積算する。

（４）諸雑費及び端数処理

１） 諸雑費

イ 諸雑費の定義

当該作業で必要な労務、機械損料及び材料等でその金額が全体の費用に比べて著しく小さい

場合に、積算の合理化及び端数処理を兼ねて一括計上する。

ロ 単価表

①一次単価表

単位数量当たり単価表の合計金額が有効数字４桁になるように原則として５桁以降を切り上

げる（諸雑費は計上しない）。

②一次単価表以外（歩掛表に諸雑費率があるもの）

単位数量当りの単価表の合計金額が、有効数字４桁になるように原則として所定の諸雑費率

内で端数を計上する。

ただし、諸経費率内で端数処理できない（負となる）場合は、③の扱いで端数処理する。

③一次単価表以外（歩掛表に諸雑費がなく、端数処理のみの場合）

単位数量当りの単価表の合計金額が、有効数字４桁になるように原則として端数を計上する。

④金額は、「諸雑費」の名称で計上する。

ハ 内訳書

諸雑費は計上しない。
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２） 端数処理

イ 一次単価表の各構成要素の数量×単価＝金額は少数第２位までとし、３位以下は切り捨てる。

一次単価表以外の単価表の各構成要素の数量×単価＝金額は１円までとし、１円未満は、切

り捨てる。

また、内訳書の各構成要素の数量×単価＝金額は１円までとし、１円未満は切り捨てる。

ロ 歩掛における計算結果の端数処理については、各々に定めのある場合を除き、小数第３位ま

でとし、４位以下を四捨五入する。

ハ 共通仮設費の率計上の金額は１，０００円単位とし、１，０００円未満は切り捨てる。

ニ 現場管理費の金額は１，０００円単位とし、１，０００円未満は切り捨てる。

ホ 工事価格は、１０，０００円単位とする。工事価格の１０，０００円単位での調整は、一般

管理費等で行うものとし、「表 ８ 一般管理費等率表、表 ９及び表 １０の一般管理費等率の

補正」で算出された一般管理費等の計算額より、端数処理前の工事価格の１０，０００円未満

の金額を除いた額を計上する。

なお、一般管理費等を計上しない場合には、工事価格の調整を行わない。

（５）注意事項

１） 歩掛の中で率計上となっている諸雑費について

諸雑費は、雑材料、小器材の費用等について、積算の繁雑さを避けるため率計上するととも

に、単価表作成にあたっての端数処理を兼ねたものである。

計上にあたっては、所定の諸雑費率の上限とし、当該金額を超えない範囲で端数調整を行う

ものである。

３－２ 間接工事費

間接工事費は、直接工事費以外の工事費及び経費とし、共通仮設費及び現場管理費により構成され

る。

３－２－１ 共通仮設費

共通仮設費は、工事の施工において共通的に必要となる経費であり、具体的には、機械等の運搬費、

準備や後片付け等に要する準備費、工事現場の安全対策に要する安全費、品質管理・出来形管理・工

程管理に要する技術管理費、現場事務所等の営繕費、イメ－ジアップ経費とする。

共通仮設費の構成及び積算は、次のとおりとする。

運搬費

準備費

事業損失防止施設費

共通仮設費 安全費

役務費

技術管理費

営繕費

イメージアップ経費

（１）一般事項

１）工種区分

共通仮設費は、「表 １ 工種区分表」の工種区分に従って算定する。
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（イ）質量２０ｔ未満の建設機械の搬入、搬出及び現場内小運搬に要する費用（分解・組立含む）。

（ロ）器資材等（型枠材、支保材、足場材、敷鉄板（敷鉄板設置撤去で積み上げ計上した分は除

く）、橋梁ベント、橋梁架設用タワー、橋梁用架設桁設備、排砂管、トレミー管、トンネル用

スライディングセントル等）の搬入、搬出並びに現場内小運搬に要する費用。

ただし、支給品及び現場発生品については積上げにより、直接工事費に計上する。

（ハ）建設機械の自走による運搬に要する費用。

ただし、トラッククレーンラチスジブ型２５ｔ吊及び油圧伸縮ジブ型８０ｔ吊以上は積上げ

計上する。

（ニ）建設機械等（重建設機械含む）の日々回送（分解・組立・輸送）に要する費用。

（ホ）質量２０ｔ以上の建設機械の現場内小運搬に要する費用。

ただし、特殊な現場条件により分解・組立を必要とする場合は、別途加算する。

（へ）トラッククレーン（油圧伸縮ジブ型20～50ｔ吊）・ラフテレーンクレーン（油圧伸縮ジブ型

20～70ｔ吊）の分解、組立及び輸送に要する費用。

ロ 建設機械器具の運搬等に要する費用で積上げ計上とする項目は次のとおりとする。

（イ）質量２０ｔ以上の建設機械の貨物自動車等による運搬に要する費用。

なお、運搬される建設機械の運搬中の賃料又は損料についても積み上げるものとする。

ただし、建設機械の日々回送の場合は、共通仮設費率に含む。

（ロ）仮設材等（鋼矢板、Ｈ形鋼、覆工板、敷鉄板等）の運搬に要する費用。

ただし、敷鉄板については敷鉄板設置撤去で積み上げ計上した敷鉄板を対象とする。

（ハ）重建設機械の分解・組立及び輸送に要する費用。（運搬中の本体賃料・損料及び分解・組立

時の本体賃料含む。）

ただし、トラッククレーン（油圧伸縮ジブ型２０ｔ～５０ｔ吊）・ラフテレーンクレーン

（油圧伸縮ジブ型２０ｔ～７０ｔ吊）は共通仮設費率に含まれる。

（二）上記に掲げるもののほか、工事施工上必要な建設機械器具の運搬等に要する費用。

２）積算方法

積上げ計上する項目は次のとおりとし、積算は、「土木工事積算基準 107-010 運搬費（共通

仮設費）」による。

（イ）鋼桁、門扉、工場製作品の運搬

（ロ）支給品及び現場発生品の運搬

３）建設機械等の運搬基地

運搬基地は、建設機械等の所在場所等を勘案して決定するものとする。

（３）準備費の積算

１）準備費として積算する内容は次項のとおりとする。

イ 準備及び後片付けに要する費用。

（イ）着手時の準備費用。

（ロ）施工期間中における準備、後片付け費用。

（ハ）完成時の後片付け費用。

ロ 調査・測量、丁張等に要する費用。

（イ）工事着手前の基準測量等の費用。

（ロ）縦、横断面図の照査等の費用。

（ハ）用地幅杭等の仮移設等の費用。

（ニ）丁張の設置等の費用。
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